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7月からの賃下げについて 県教委が教育長のメッセージを配付

国による賃下げ強要は｢あってはならないこと｣としているが…

高教組速報

県職員の給与を今年 7 月から来年 3 月まで引

き下げる条例が、6月 27日に県議会で可決・成

立しました。これを受けて県教委は、7月 1日、

教職員に宛てた渡辺教育長のメッセージを配付

するよう、各学校に通知を出しました。これは、

条例案が上程された際に高教組が、｢条例が成

立した場合は、人事委員会勧告制度によらずに

賃下げを行うという異常な事態なのだから、知

事か教育長の談話等を出すべきだ｣と主張して

いたことを反映したものです。

メッセージの中で教育長は、国が地方公務員

の賃下げを地方自治体に押しつけるために地方

交付税を削減したことについて｢本来あっては

ならないこと｣と述べていますが、地方公務員

の労働基本権制約の｢代償措置｣とされてきた人

事委員会勧告制度によらずに賃下げするという

問題の重大性には言及していません。高教組は

この賃下げの違憲性を引き続き追及しながら、

今後も教職員の賃金・労働条件の改善を求めて

とりくみをすすめます。

職 年齢
本来の給料月額 ７月以降の給料月額 ボーナスの減額 ☆ボーナス(期末・勤勉

(｢本俸｣) ＋教職調整額の減額 を阻止した金額 手当)については、｢給

教 ３０ ２７万３３００円 １万３５５８円 ５万６９２７円 料月額の減額率によ

育 ３５ ３２万５４００円 ２万６９２５円 ７万１０３８円 り減額｣する手当に入

職 ４０ ３６万９１００円 ２万９８２６円 ８万 ５７８円 っていません(6 月 6
２ ４５ ３９万７９００円 ３万２１５４円 ８万６８６６円 日付け教職員課長名

級 ５０ ４１万７２００円 ３万３７１３円 ９万５２５７円 の｢お知らせ｣）。
５５ ４２万４８００円 ３万４３２７円 ９万６９９２円 従って、12 月のボー

教 ３０ ２５万 ６００円 １万２４３２円 ５万２１９９円 ナスは本来の給料月
育 ３５ ２８万６０００円 １万４１８８円 ５万９５７３円 額で計算された額で
職 ４０ ３１万１１００円 ２万６１６６円 ６万７９１６円 支給されます。
１ ４５ ３２万３８００円 ２万６１６６円 ７万 ６８９円
級 ５０ ３３万 ３００円 ２万６６９１円 ７万２１０８円

５５ ３８万２６００円 ３万 ９１７円 ８万３５２６円
年齢 本来の給料月額 ７月以降の給料の減額 ボーナスの減額を阻止した金額 給料月額の減額を阻止した金額

現 ４５ ３３万９７００円 １万６２０４円 ７万１４３９円 １万 １９１円
業 ５０ ３５万９４００円 １万７１４３円 ７万５５８２円 １万 ７８２円
職 ５５ ３８万６１００円 １万８４１７円 ８万１１９７円 １万１５８３円

※大卒または高卒新卒で採用された場合のモデルですので、実際には採用前の経歴で違いが出ます。
※手当の減額は教職調整額のみで試算しています。地域手当、特地手当（準ずる手当を含む）、定通

手当、産業教育手当等を受給している場合はその分の減額が別にあります。また、ボーナスにつ
いては、調整額や扶養手当を受給している場合は、阻止した金額はその分大きくなります。

＜今回の賃下げに関する県教委交渉の結果について＞
今回の賃下げに関する県教委交渉については、これまでも｢高教組速報｣でお伝えし

てきたところですが、交渉の結果、5 月 2 日の当初提案にあった12月のボーナスの9.
77％減は撤回させ、現業職の給料月額の削減は7.77％減から4.77％減に圧縮させまし
た。それらも合わせた、今回の賃下げについての試算は以下のとおりです。


